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施策の方向性

さまざまな雇用機会の創出に向け、企業等への啓発や本市における全庁的な取組を行うとともに、就業形態の拡大に向けた
取組を推進します。

障がい特性に応じた様々な就労支援の充実に向け、関係機関のネットワーク構築や、ニーズに応じたきめ細やかな支援を行
います。

各支援機関の機能や特性を生かした支援ネットワークの構築等を通じ、円滑に一般就労へ移行できるよう支援します。

（大阪市障がい者支援計画・第７期障がい福祉計画・第３期障がい児福祉計画 p98～p103）計画書の抜粋は巻末「参考資料」に添付

（３）福祉施設からの一般就労

（２）就業支援のための施策の展開

（１）就業の推進

大阪市障がい者支援計画に記載した施策の方向性

ア 多様な働く機会の確保 イ 働く場における合理的配慮の推進
ウ 大阪市における障がいのある人の職員採用と関係団体への働きかけ エ 大阪市の事業を活用した雇用創出
オ 障がい者就労施設等への支援

ア 地域の就業支援ネットワークの構築 イ 「仕事」と「生活」両面での総合的な支援 ウ 精神障がいのある人の就業支援
エ 発達障がいのある人の就業支援 オ 難病患者の就業支援 カ 重度障がいのある人等の就業支援

ア 就労移行支援事業者等の支援力の強化 イ 障がい者就業・生活支援センターと就労移行支援事業所等との連携強化
ウ 就業支援にかかわる支援者の育成
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施策の方向性に基づく就業に関する取組

（３）福祉施設からの一般就労（２）就業支援のための施策の展開（１）就業の推進

各取組における実施状況については、実施年度の翌年度にご報告を行ってまいります。

〇大阪市職業リハビリテーションセン
ターにおける職業訓練

〇補装具・福祉機器普及事業
〇就業支援フェスタ
〇障がい者雇用支援月間の取組
〇知的障がい者長期・短期受け入れ
プロジェクト

〇障がい者就業・生活生活支援セン
ター（ジョブコーチによる支援）

〇「障害者優先調達法」の規定により
策定した調達方針の策定

〇区役所等空きスペースを活用した
物品販売の場の提供

〇障がい者福祉施設製品販売促進
支援事業

〇障がい者就業・生活支援センター
事業

〇精神障がい者就業支援コーディネー
ターの配置

〇発達障がい者就業支援コーディネー
ターの配置

〇大阪市重度障がい者等就業支援
事業

〇就労移行支援事業所の確保
〇就労移行支援
〇障がい者就業・生活支援センター
事業

〇就業支援フェスタ
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（新）就業・生活支援センターにおける関係機関との連携状況等についての調査

計画策定・推進部会ワーキングでのご意見（令和５年度第２回）

・これまで質の向上は、就労支援継続A型に焦点があたっていたが、就労移行支援や就労継続支援
Ａ型は、全国で一番多く、就労継続支援Ｂ型も増加しており、質の向上は就労系サービス全般
に求められている

・就労系障がい福祉サービスアセスメントシートは、あまり活用されていないのでアセスメント

の仕組みの再検討が必要

・就労定着支援事業所は、就労移行支援等から一般就労した人を支援する仕組みとすれば、就労

移行支援事業所に比べて数が少ない

・就労定着支援事業所は、企業に働きかけて、企業がきちんと雇用管理できるようにする役割が

あるが、支援の質の確保できているか

就労支援にかかる地域の中心的な役割を担う就業・生活支援センターにおける関係機関との連携状況等につい
て調査を行うことにより、

※「就労選択支援」は次のページ

◇ご意見を踏まえた今後の取組

・就労系事業所における支援の実態
・就労系事業所など関係機関との連携状況 等について把握し、必要な対応等について検討を行う

加えて、令和7年度実施予定の新たな障がい福祉サービス「就労選択支援（※）」の円滑な実施につなげることが
できるよう、関係機関の連携による適切な手法等についても合わせて整理

３

◇背景

取組取組



令和６年度～取組 （新）「就労選択支援」（１／２）

１ 概要

改正障害者総合支援法により、令和７年10月から本人の希望、就労能力や適性等にあった選択を支援する「就労選択支援」が創
設される。

目的：本人が自分の働き方を考えることをサポートする。
（単に就労の可否を判断したり、どの就労系障がい福祉サービスを利用するかの振り分けを行うものではない。）

就労系サービス種別 内容 対象者 利用期間

【新規】R7.10～
就労選択支援

就労を希望する人に、就労移行支援若しくは就労継続支援A・B又は一般
企業等の雇用について、適切な選択のための支援を行う 

• 就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する人（※順次）
※R7.10～ 新たに就労継続支援B型を利用する場合

R9.4～ 新たに就労継続支援A型を利用する場合
標準利用期間を超えて就労移行支援の利用を更新する場合

原則１カ月
（最大２カ月）

就労移行支援
一般企業等に雇用されることが可能と見込まれる人に、一定期間、就労に

必要な知識及び能力等の向上のために必要な訓練を行う

• 企業等への就労を希望する人

• 休職からの復職のために一時的な支援を希望する人 など

2年（原則1回）

更新1年まで

就労継続支援A型
一般企業等での就労が困難であり、雇用契約に基づく就労が可能な人に、

就労の機会を提供、能力等の向上のために必要な訓練を行う

• 支援学校を卒業し就職活動を行ったが、雇用に結びつかなかった人

• 企業を離職し現に雇用契約がない人 など
制限なし

就労継続支援B型
一般企業等での就労が困難であり、雇用契約に基づく就労が困難な人に、

就労する機会を提供、能力等の向上のために必要な訓練を行う

• 年齢や体力の面で雇用されることが困難な人

• 就労移行支援を利用したが、B型利用が適当と判断された人 など
制限なし

☞就労アセスメントの手法を活用…短期間の生産活動等を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに就労に関す
る意向等を整理する。

４
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<指定事業所となりうる主体>
指定就労系障がい福祉サービス事業所で過去３年以内に３人以上の利用者を新たに一般就労へ移行させた実績のある事業所や、これらと同

等の経験・実績を有する事業者

（ ）は、R6.7.1時点の事業所数

• 就労移行支援（192事業所）

• 就労継続支援（A型278、B型808事業所）

• 障がい者就業・生活支援センター 事業受託法人及び自治体設置の就労支援センター（7カ所4法人）

• 障がい者職業能力開発訓練事業を行う機関（２カ所［市職業リハビリテーションセンター、市職業指導センター］）
総合計 1,287

取組 （新）「就労選択支援」（２／２）

５

創設後

２ サービス利用のイメージ
現在

就労移行支援

就労継続支援A型

就労継続支援B型

就労移行支援
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サービス利用

サービス利用

就労系サービス利用

就労移行支援
就労継続支援A型
就労継続支援B型

一般就労

ハローワーク等 企業等

就労選択支援事業所

養成研修を修了した就労選択支援員を
配置
◆ 短期間の生産活動の作業場面等を

活用したアセスメント
◆ 必要な情報提供
◆ 多機関連携※によるケース会議
◆ アセスメント結果の作成

●

支
給
決
定

●

就
労
選
択
支
援
の
利
用
申
請

●

就
労
系
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
希
望 ※ 就労選択支援事業所が主体となって、計画相談支援

事業所などの様々な必要となる機関を参集して実施
☆ サービス利用後も希望に応じて就労

選択支援の利用可能

課
題

• 本人が利用を希望するサービス事業所のアセスメントを経てサービス利用
するスキーム（就B除く）となっており、本人の就労に関する選択や支援
内容に活用する手法等が確立されていない中、必ずしも本人の就労能力や
適性を客観的に評価したうえでの適切なサービス等に繋げられていない状
況があった。

• また、一旦サービスの利用が始まると固定化されやすく、本人の立場に
立った次のステップを促す支援が不足していた。

効
果

• 専門的な研修を修了した就労支援の知識等を有する人材による専
門的な支援を受けることが可能となる。

• 本人の就労能力や適性、ニーズや強み、力を発揮しやすい環境要
因、職業上の課題、就労に当たっての支援や配慮事項等を本人と
協同して整理することで、自己理解を促進することが可能となる。

• 就労A・B型利用開始後もニーズや能力の変化により、希望に応じ
て就労選択支援を受けることが可能となる。

取組



今後の方向性

◇これまで取り組んできた事業等については、施策
の方向性毎に実施状況を報告し、取組の充実
を引き続き図る。

◇「就業・生活支援センターにおける関係機関との
連携状況等についての調査」を実施し、

‣就労系事業所における支援の実態把握
‣就業・生活支援センターと就労系事業所など

関係機関との連携状況等について把握

  を行い、必要な対応について検討を行う。
また、 関係機関との適切な連携手法の整理も

併せて行う。

◇就労支援の充実に向けた取組にあたっては、上
記の報告を行うとともに、福祉計画の成果目標を
確認していくこととする。

≪参考≫
第７期障がい福祉計画「４ 福祉施設から一般就労への移行等」

（１）成果目標
① 2026（令和８）年度の就労移行支援事業等（就業・生活

支援センター及び職業能力開発訓練施設を含む）を通じた一
般就労への移行者数 1,140人

② 2026（令和８）年度の就労移行支援事業を通じた一般就
労への移行者数 721人

③ 2026（令和８）年度の就労継続支援A型事業を通じた一般
就労への移行者数 209人

④ 2026（令和８）年度の就労継続支援B型事業を通じた一般
就労への移行者数 118人

⑤ 2026（令和８）年度の就労移行支援事業利用終了者に占
める一般就労へ移行した者の割合が５割以上の事業所の割合
６割以上

⑥ 2026（令和８）年度の就労定着支援事業の利用者数
505人

⑦ 2026（令和８）年度の就労定着支援事業の利用終了後の
一定期間における就労定着率（※）が７割以上となる就労定
着支援事業所の割合 ２割５分以上
※ 過去６年間に就労定着支援の利用を終了した者のうち、雇

用された通常の事業所に42月以上78月未満の期間継続し
て就労している者又は就労していた者の占める割合

⑧ 地域の就労支援のネットワークを強化し、雇用、福祉等の関係
機関が連携した支援体制の構築を推進するため、協議会に就労
支援部会等を設けて取組を進める

⑨ 就労継続支援B型事業所における工賃の平均額
16,700円

今後の就労支援の充実についての進捗報告は、
これらを中心に行ってまいります。
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（参考）障がい者就業・生活支援センター

大阪市障がい者就業・生活支援センター（中央セ
ンター1か所、地域センター6か所）は、障がい者の
方が社会参加の方法のひとつとして就労し、生きが
いを持って生活できるように、また、就労全般にわ
たって障がい者本人、家族、事業主等からの相談に
応じ、能力開発から職場定着まで一貫して総合的に
支援を行います。

≪利用登録者数≫4,783人（うち新規 496人）
〇新規利用登録者内訳
・ハローワーク 78人
・地域障害者職業センター ６人
・特別支援学校 65人
・就労移行支援事業所 46人
・就労移行支援事業所以外の福祉サービス事業
所 54人

・福祉事務所、市町村役場等行政機関 61人
・直接利用（家族を含む） 60人
・上記以外 126人
≪相談件数≫ 17,214件
≪就職者数≫ 258人
≪定着支援件数≫ 1,650件
≪地域福祉サービス事業所等合同による就労系
の福祉サービス体験会等の実施≫

市内４か所で概ね月１回開催
【構成】
ハローワーク、障がい者就業・生活支援セ
ンター、就労系事業所、相談支援、支援学
校、医療機関、職業能力開発施設など

令和５年度実績
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参考資料　計画書抜粋（p98―103）
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